
青 市 保 第 号

令 和 ５ 年 １ 月 日

青梅市国民健康保険運営協議会

会長 桑 田 一 様

青梅市長 浜 中 啓 一

出産育児一時金について（諮問）

青梅市国民健康保険事業の出産育児一時金の支給額について、国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４条第３項、第１１条第２項およ

び第３項の規定にもとづき、貴会の意見を求めます。

以 上
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議 案 第 号

参 考 資 料

青梅市国民健康保険条例の一部を改正する条例要綱

１ 改正の理由

健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正を踏まえ、

出産育児一時金の額を引き上げようとするものである。

２ 改正の内容

出産育児一時金の額を４２万円から５０万円に引き上げる。【第４

条関係】

３ 施行期日等

(1) 施行期日

令和５年４月１日

(2) 経過措置

改正後の規定の適用関係について、必要な経過措置を置く。
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